
任意継続被保険者 資格取得申請書記入見本

※ご退職に併せて、現在扶養されているご家族の扶養を削除する場合、ご退職までに下記手続きが必要となります。
（１）TOPASにて「健康保険扶養取消申請」を実施
（２）実施後に出力される「被扶養者届（削除）」および必要書類を提出（提出先は、届出用紙に記載）
但し、ご退職日までに（１）・（２）の手続きが完了しない場合は、ＴＯＴＯ健康保険組合までご連絡ください。

現在の被扶養者をご記入の上、ご退職後の扶養状況などをご記入ください。

本申請書を送付される前に、確認事項3点に問題ないかご確認の上、☑を行ってください。

資格確認証の発行が必要な
方は、チェックを入れてください。

退職後の現住所および
住民票住所をご記入ください。

※"退職後の住民票住所"が
"退職後の現住所"と同一の場合、
住民票住所欄に☑を
入れてください。

TOTO健康保険組合
ホームページ

記号・番号（※）
社員番号を記入ください。
（※）TOPASに掲載

保険料の納付方法を「毎月納付」・「半期前納」・「年間前納」のいずれかからご選択ください。
※各納付方法の違いは、≪任意継続のしおり：3.保険料の納付種類について≫をご参照ください。
※保険料は、ご退職後に送付する納付書に記載の健保組合指定口座へ直接、納付をしていただきます。

給付金の振込先口座を
ご記入ください。

※給付金や補助金などが発生した
場合、健保組合が振込を行う
ために、ご本人名義の銀行口座
をご記入ください。

※保険料の引き落とし口座では
ありません。

TOPAS➡本人情報の照会➡
本人情報公開➡ 社会保険情報
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